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災害とは何か

「人生と地域に必要なのは，過去・現在・未来の
連関のなかでの継続性である。」

「人びとは，過去を振り返り，未来を想像するとこ
ろから，過去と未来の間に日常を重ね，自身の
人生を織り上げる。」

「過去・現在・未来の関係がちぎれることは，被災
者にたいへんな苦痛をもたらす。」

（平山洋介『住まいを再生する』「はじめに」より）



いま何が必要なのか

「被災した人たちは，バラバラになった過
去・現在・未来をつなぎ合わせるために，多
様な道程を歩み，住まいの安定をふたたび
得ようとする。」 （平山洋介『住まいを再生する』より）

居住移転の自由（憲法22条）

幸福追求権（13条） 生存権（25条）



福島県の避難者意向調査(H26.4.28)

【引用】福島民友2014.4.29朝刊

現在の原発避難者の最大の課題は，仮設住宅（「住まい」）の問題



福島県の避難者意向調査(H26.4.28)
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福島県の避難者意向調査(H26.4.28)
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原発避難者の声・大阪調査より

出て行けと言われても，
心当たりなく困難です

平成27年4月までに出るようにと誓約書に印を押し
て提出しています。それがいつも頭から離れません

２０１４．９．２
ホッとネットおおさか



原発避難者の声

１年先にどこに住むのか分からないようでは‥

◆生活の予定が立たない

◆仕事を決められない

◆進学先を決められない

◆何もできない・・・・・

→ 生活の再建などありえない！



原発避難者の声

「ひなん生活をまもる会」の仮設住宅期限
撤回を求める意見に１６,００２筆の署名

【引用】「とすねっと」のブログ
http://blog.goo.ne.jp/tossnet
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原発避難者の心

早稲田大学（人間科学学術院の辻内琢也准
教授）と震災支援ネットワーク埼玉の調査結果

←5月9日夜

NHKニュース

【引用】



原発避難者の精神

‥‥暫定的なありようがいつ終わる
か見通しのつかない人間は，目的
をもって生きることができない。
ふつうのありようの人間のように，
未来を見すえて存在することがで
きないのだ。そのため，内面生活
はその構造からガラリと様変わり
してしまう。 精神の崩壊現象が始
まるのだ。‥‥

（ヴィクトール・フランクル「夜と霧」）



増え続ける原発避難者の関連死

【引用】日経平成26年2月20日

【引用】
東京平成25年3月11日

1337

＋３１９人



原発避難者の自死

【引用】福島民報平成26年3月14日

推進室は本県の現状について
「全国的には自殺者数が減少
傾向にある５０代で命を絶って
いるケースが多い上、雇用され
ていた人も目立つ。原発事故
などに伴う避難生活の長期化
で、精神的に追い詰められた人
が多かったのではないか」との
見方を示した。



原発避難者の自死

【引用】毎日平成26年8月27日

福島地裁

Ｈ26．8．26

東電に対して

４９００万円の

賠償命令の判決



福島地裁Ｈ２６．８．２６判決

「平成3年の雲仙・普賢岳噴火災害の避難住民・・・について
の調査結果によると，一般に災害は特に避難者に対して大き
なストレスを与える」

「生活の基盤ともいうべきもの全てを相当期間にわたって失っ
たことは，財産そのものを喪失したものではないが，家族や地
位住民とのつながりの場としての自宅，自宅での家族の共同
生活，地域住民とのつながり等，生活の基盤ともいうべきもの
全てを相当期間にわたって失った」

「生活を失い，仕事も失い，期間の見通しが立たない不安や，
将来の自宅の住宅ローンの不安を抱えつつ，慣れないアパー
トでの避難生活を強いられたもの」



避難者の生の声こそ
最もたいせつな考慮要素

原発事故子ども被災者支援法
第１４条 被災者の意見の反映



これは支援法のカタチなのか？

http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000094.html

平成26年9月26日公表



これは支援法のカタチなのか？

【タイトル】「子ども・被災者支援法」に基づく支援
対象避難者の公営住宅への入居について

【メリット】①世帯一部の入居を認める，②住宅困
窮要件を緩和する，③収入要件を緩和する

平成26年9月26日公表

被災者の意見を聞くプロセス（支援法14条）を怠った結果・・・



これは支援法のカタチなのか？
平成26年9月26日公表

これで救われる人はごく少数！

「無償」から「有償」への切替え！

対象地域は中通りと浜通りだけ？

いつまで？なのかが不明

守るものは「公営住宅制度」？
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大阪府営住宅の避難者に届いた書類

表

裏



大阪府営住宅の避難者に届いた書類



追い出される避難者

■避難者の気持ちは，「心細く，申し訳なく，肩
身が狭く，とても不安で，落ち込んで，しかし
法律は守らないと・・・・」

↓

■受け入れ側は，「もう3年も経って落ち着い

た」，「公営住宅も空きがなく公平を」，「帰ると
ころがあるだろう」，「財政も苦しい」・・・・

↓

退去へ‥

知識
不足

他人事



仮設住宅の延長の仕組み



仮設住宅の延長状況

H23.3 H25.3 ①H26.3 ②H27.3 ③H28.3

たった５年‥‥
※①H24年4月17日に延長，②H25年4月2日に再延長

③H26年5月28日に再々延長（福島県より）

２年 1年 1年 1年



国からの通知



国からの通知



大阪府の延長決定 H25.4より
9カ月放置！



関西の期限の延長状況
（まるっと西日本の本年１月調査）

■府県・政令市

大阪府 ◎ （２０１４年１月１５日に延長決定）
大阪市 ◎ （２０１５年３月末まで延長。２０１３年１０月１５日
に決定）
堺 市 ◎ （２０１５年３月末まで延長。２０１３年５月２０日に
決定）

京都府 ◎ （入居から４年に延長。２０１３年４月に決定）

京都市 ◎ （２０１３年４月に決定）

兵庫県 ◎ （２０１３年１１月２６日に決定）

神戸市 ◎ （２０１５年３月３１日まで延長。２０１３年１０月２
５日決定）

滋賀県 ◎ （２０１３年１２月５日に決定）

奈良県 ※ （今春「一般入居」に切り換えて無償を継続）

和歌山県◎ （２０１３年１２月１０日に決定）

■大阪府内

東大阪市◎ （２０１５年３月３１日まで延長。２０１３年１１月１
５日決定）

吹田市 ※ （「１年延長」か「一般入居」か選択制にする）

豊中市 ○ 「まだ正式な決定は出ていない」

高槻市 ◎ （２０１５年３月３１日まで延長。２０１４年１月２０
日に決定）

箕面市 ○ 「１年さらに延長の決裁を受けている最中です」

茨木市 ◎ （延長する方向で決まった。２０１３年年末に方針）

泉佐野市※ （２０１３年１０月１日付で「一般入居」に切り替え）

岸和田市※ 「他の施策との組み合わせを７月の更新期までに検討」

■京都府内
福知山市◎ （入居日から４年まで延長。２０１４年１月１０日に決
定）

亀岡市 ○ 「希望あるなら延長する」

長岡京市○ 「希望があればもう１年延長する」

京丹後市△ 「４月３０日期限なのでもう少し先で確認する」

■兵庫県内
明石市 △ 「近いうちに決定出ると思うんですけど」
姫路市 — （２０１３年１１月上旬最後の１世帯が退去）
西宮市 ◎ （２０１３年１１月１日付で延長決定）
宝塚市 ◎ （２０１５年３月末まで延長。２０１３年１２月１９日付で
決定）
三田市 ◎ （２０１３年１２月１２日付で延長決定）
豊岡市 ◎ （２０１５年３月３１日まで延長。２０１３年１２月２７日
付で決定）

伊丹市 ◎ （２０１５年３月末延長。２０１４年１月９日付で決定）

淡路市 ◎ （同年３月３１日延長。２０１３年１２月１９日付決定）
篠山市 — （２０１５年に更新期むかえる）

丹波市 — （２０１３年１０月半ばの更新時期前９月退去。０世帯に）
尼崎市 — （２０１３年４月１２日満了日に退去。０世帯に）
三木市 ◎ （入居時に「５年間無償」に設定済み）
■滋賀県内
高島市 ◎ （２０１３年１２月１０日に市長決裁で延長決定）

大津市 ◎ （２０１５年３月末延長。２０１３年１２月１３日付決定）

草津市 ◎ （２０１５年３月３１日延長。２０１４年１月６日付決定）

彦根市 ◎ （２０１５年３月３１日延長。２０１４年１月に決定）

栗東市 ◎（２０１５年３月３１日延長。２０１４年１月１６日付決定）
湖南市 ※ 「２月上旬に無償化続けるか審議する」（２０１３年４月に
「一般入居」に切換え）
■奈良県内

生駒市 △ 「２０１４年８月が更新時期なのでその前に検討する」
大和高田市 — （５月２９日に退去。０世帯に）

五條市 △ 「２０１４年９月が更新時期なのでその前に検討する」

宇陀市 △ 「２０１４年６月末が更新時期なのでその前に検討する」



茨城県から被災者宛の通知



福島県から被災者宛の通知

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16055b/260528-kasetukyouyoencyou.html
福島県HPより（H26.5.28）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16055b/260528-kasetukyouyoencyou.html


京都府の人道的で志ある決断



しかし

これでいいのか？

地域差 細切れ

不透明 硬直的



ずるずる「１年」じゃ，あかん！

http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/post-38a1.html（満田夏花さんブログ）

原発被災者の住宅確保を求
める院内集会
https://www.youtube.com/wat
ch?v=tsHI9e4kf04

http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/post-38a1.html


仮設住宅の法的根拠

災害救助法第4条1項1号「応急仮設住宅の供与」

建設型仮設住宅
（プレハブ，木造など）

災害救助法
の仮設住宅

みなし仮設住宅

民間借り上げ住宅 公営住宅一時入居
（地方自治法238-4第7項）

公営住宅
一時入居

雇用促進
住宅

一時入居 災害救助法の外



自然災害
の被災者

仮設住宅の法的根拠

災害救助法
の仮設住宅

公営住宅
目的外使用原発事故の

被害者・避難者は？



仮設住宅の「期間」の法的根拠

災害救助法第4条1項1号「応急仮設住宅の供与」

災害救助法施行令3条1項「内閣総理大臣が救助の
程度や方法や期間の基準を定める」

同内閣府告示第２条第２号ト「応急仮設住宅の期間
は建築基準法８５条４項に規定する期限」

建築基準法８５条４項 「安全上、防火上及び衛生上支障が
ないと認めるときは、２年以内の期間を限って許可できる」



仮設住宅の法的根拠

仮設建築物の安全性etc‥耐用年数

２年



期間の延長は可能

災害救助法の特別基準
災救法施行令9条2項「知事と内閣総理大臣との協議」

ただし１年ごと
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための

特別措置に関する法律８条

「基本的な方針」の策定
子ども被災者支援法５条１項

自治体等の独自の施策



ではなぜ延長しないのか？
■公営住宅整備の見通しとの兼ね合い（公式見解）

→恒久住宅への移転を促したい（多様性否定）

■災害救助法の旧来の制限的運用

→あくまでも緊急避難措置に過ぎない

■災害救助法の基準外だと費用が自治体負担

→自己負担までして救助しない

■県外避難者の帰還を促したい（福島県の姿勢）

→一人ひとりの県民よりも，県体制を重視

■子ども被災者支援法を使いたくない

→法の精神(趣旨)を無力化する官僚技術



災害救助法の運用原則の見直しを！



災害救助法の本質

■被災者のために

■弾力的に・柔軟に

■生活再建にどうつなげるか

■自治体は自ら責任感を持ち

■国は救助費を負担する



制度改善を図ること！

長期延長／住み替え／新規提供は十分可能
↓

直ちに行うべき（延ばす合理的理由なし）

一般の自然災害のための災害救助法の限界
↓

原発避難者の新たな仮設住宅制度を
（数年単位／弾力的／国直轄／多選択肢）



日弁連の会長声明



日弁連の意見書

２０１４年７月１８日に、内閣
総理大臣、内閣府特命担当
大臣（防災）、衆議院議長、
参議院議長宛てに提出。



日弁連の意見書



日
弁
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日本学術会議の提言



日本学術会議の提言

長期待避への政策（「複線型復興」）
■住民票の二重登録の実現
■被災者手帳の配布
■セカンドタウン（町外コミュニティー、仮の町）再検討
■小中学校・高校の維持 など

早期帰還 自力の移住

長期待避・将来帰還

１ ２

３ ５年以上；長期待避
３０年以上；超長期待避



「住まいの権利」を実現するために

主体性の尊重

的確な情報提供 多様な選択肢

民主主義の王道



私たちが今やるべきこと

■共感し，他人事を我が事にすること

■生の声を届けること

■全国的な輪を広げること

■経験と知恵と熱意を結集すること

■あきらめないこと


